
109 

第 3章 環境影響評価項目の選定等 

3.1 環境影響要因の抽出 

環境影響の調査、予測及び評価にあたっては、本事業の計画内容、計画地及びその周辺の環

境特性、地域特性を考慮し、事業実施に伴う環境影響要因（環境影響が想定される行為）を抽

出した。 

環境影響要因の抽出結果は、表 3.1-1に示すとおりである。 

 

表 3.1-1 環境影響要因の抽出 

区分 環境影響要因 

工事中 

建設機械の稼働 

工事用車両の走行 

工事の影響 

供用時 

施設の存在 
緑の回復・育成 

建築物等の存在 

施設の供用 

施設の供用 

冷暖房施設等の設置 

駐車場の利用 

施設関連車両の走行 

歩行者の往来 

 

3.2 環境影響評価項目の選定 

本事業の計画内容、想定される計画地及びその周辺地域の環境特性や地域特性を考慮した上

で、抽出した環境影響要因ごとに「地域環境管理計画」に掲げられている環境影響評価項目の

中から、環境影響の調査、予測及び評価を実施する項目を選定した。 

環境影響要因と環境影響評価項目の関連表は、表 3.2-1 に示すとおりである。また、環境影

響評価項目選定等の理由を表 3.2-2に示す。 
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表 3.2-1 本事業の環境影響要因と環境影響評価項目の関連表 

 

環境影響要因 

 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価項目 

工事中 

供用時 

施設の 

存在 
施設の供用 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
用
車
両
の
走
行 

工
事
の
影
響 

緑
の
回
復
・
育
成 

建
築
物
等
の
存
在 

施
設
の
供
用 

冷
暖
房
施
設
等
の
設
置 

駐
車
場
の
利
用 

施
設
関
連
車
両
の
走
行 

歩
行
者
の
往
来 

地球環境 温室効果ガス      ●     

大気 

大気質 ● ●       ●  

悪臭           

上記以外の大気環境要素           

水 

水質           

水温           

底質           

地盤 

地下水位           

地盤沈下           

変状           

土壌汚染 土壌汚染   ●        

騒音・振動・

低周波音 

騒音 ● ●     ●  ●  

振動 ● ●       ●  

低周波音           

廃棄物等 

一般廃棄物      ●     

産業廃棄物   ●   ●     

建設発生土   ●        

水象 

水量・流量・流出量           

湧水           

潮流           

上記以外の水環境要素           

生物 

植物           

動物           

生態系           

緑 
緑の質    ●       

緑の量    ●       

人と自然とのふれあい活動の場           

歴史的文化的遺産           

景観 景観、圧迫感     ●      

構造物の 

影響 

日照阻害     ●      

テレビ受信障害     ●      

風害           

コミュニティ施設           

地域交通 
交通安全、交通混雑  ●       ●  

地域分断           

地形・ 

地質 

土砂流出           

崩壊           

斜面安定           

安全 火災、爆発、化学物資の漏洩           

注：「●」は、環境影響評価の項目として選定した項目を示す。 
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表 3.2-2(1) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響 

評価項目 

項目の選定 

○：有 

－：無 

現況の概要 選定理由又は選定しない理由 

地
球
環
境 

温室効果ガス ○ 

計画地は、現在、更地となっており、
著しい温室効果ガスの発生源はない。ま
た、計画地の南側は臨海部の工業地帯と
なっており、温室効果ガスの発生源とな
る工場、事業場等が存在する。 

【供用時】 
施設の供用（商業施設）に伴いエネル

ギーの使用があり、温室効果ガスへの影
響が考えられるため、評価項目として選
定する。 

大 

気 

大気質 ○ 

計画地は、現在、更地となっており、
著しい大気汚染物質の発生源となる事
業所は存在していない。計画地周辺の主
な発生源としては、臨海部の発電所等の
ばい煙発生施設や道路を走行する自動
車の排ガスがある。 
計画地周辺の一般局（田島測定局、大

師測定局）及び自排局（池上測定局）に
おける令和6年度の二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質の測定結果は、下表に示すと
おりであり、環境基準を達成している。 

 
【二酸化窒素（NO2）】（単位：ppm） 

測定局 
日平均値の
年間 98％値 

環境基準
との適合 

田島 0.035 ○ 

大師 0.035 ○ 

池上 0.043 ○ 
 
【浮遊粒子状物質（SPM）】（単位：mg/m3） 

測定局 
日平均値の年間

2％除外値 
環境基準
との適合 

田島 0.037 ○ 

大師 0.036 ○ 

池上 0.039 ○ 
 
令和 2年～令和 6年度の過去 5年間に

おいても二酸化窒素及び浮遊粒子状物
質は、環境基準を達成している。 
※令和3年度の田島測定局は有効測定時
間が年間 6,000 時間未満のため、環境基
準の評価対象外であり参考値。 

【工事中】 
建設機械の稼働及び工事用車両の走

行に伴い、計画地及びその周辺の大気質
への影響が考えられるため、評価項目と
して選定する。 
【供用時】 
施設関連車両の走行に伴い、計画地及

びその周辺の大気質への影響が考えら
れるため、評価項目として選定する。 
なお、冷暖房施設等の設置による大気

質への影響については、本事業では「大
気汚染防止法」等の対象となる施設は設
置しない計画であるため、評価項目とし
て選定しない。 
駐車場の利用による大気質への影響

については、本事業の駐車場台数は 253
台であり、選定の目安の概ね 1,000 台を
大きく下回るため、評価項目として選定
しない。 

悪臭 － 

計画地は、現在、更地となっており、
著しい悪臭の発生源となる施設は存在
しておらず、計画地周辺にも悪臭を発生
させる施設は存在していない。 

【工事中】 
悪臭が発生する可能性がある舗装等

の工事においては、材料及び施工方法を
検討し、可能な限り悪臭の発生抑制に努
める計画であり、計画地に著しい悪臭の
影響を及ぼす要因がないため、評価項目
として選定しない。 
【供用時】 

本事業は商業施設であるが、廃棄物は
廃棄物保管施設内に保管し、臭気対策を
徹底する。また、食料品店及び飲食店か
らの排気については、排気ダクトの切り
回しや、排気口を高所に設置する等によ
り、計画地周辺の環境に著しい影響を及
ぼすことはないため、評価項目として選
定しない。 

上記以外の 

大気環境 

要素 

－ 

計画地は、現在、更地となっており、
上記以外の大気環境要素に影響を及ぼ
す要因はない。 

【工事中及び供用時】 
工事中及び供用時において上記以外

の大気環境要素に影響を及ぼす要因は
ないため、評価項目として選定しない。 
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表 3.2-2(2) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響 
評価項目 

項目の選定 

○：有 

－：無 

現況の概要 選定理由又は選定しない理由 

水 

水質 － 

計画地は、現在、更地となっている。

計画地周辺には河川は流れていない。 

計画地及びその周辺の海域では、周辺

の運河4地点において水質調査が実施さ

れており、令和 5 年度における生活環境

項目の調査結果は、全窒素において、一

部の地点の水素イオン濃度、全ての地点

の全窒素及び全燐において環境基準を

超過している。 

【工事中】 

工事中の雨水排水は、仮設沈砂施設等

により処理し公共下水道（合流式）へ排

水する計画であることから、公共用水域

の水質に影響を及ぼす要因はないため、

評価項目として選定しない。また、地盤

改良等も行わないことから地下水の水

質への影響もない。 

【供用時】 

供用時に発生する排水は、下水本管へ

排水する計画であることから、公共用水

域の水質に影響を及ぼす要因はないた

め、評価項目として選定しない。 

水温 － 

計画地は、現在、更地となっており、

公共用水域の水温に著しい影響を及ぼ

す要因はない。 

【工事中及び供用時】 

工事中の施工計画及び供用時の事業

計画を踏まえ、公共用水域の水温に影響

を及ぼす要因はないことから、評価項目

として選定しない。 

底質 － 

計画地は、現在、更地となっており、

底質に著しい影響を及ぼす要因はない。 

【工事中及び供用時】 

工事中の施工計画及び供用時の事業

計画を踏まえ、公共用水域の底質に影響

を及ぼす要因はないことから、評価項目

として選定しない。 
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表 3.2-2(3) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響 
評価項目 

項目の選定 
○：有 
－：無 

現況の概要 選定理由又は選定しない理由 

地
盤 

地下水位 － 

計画地は、現在、更地となっており、
地下水の汲み上げを行う施設はない。 
計画地周辺の近年5年間の年間地盤変

動量は-5.8～＋3.0mm であり、いずれも
川崎市の監視目安である年間 20mm 以上
の沈下は生じていない。 
計画地周辺の地下水位は、計画地の西

側 700ｍの渡田観測所（川崎区鋼管通 4-
17-1）、北西側約 700ｍの田島観測所（川
崎区鋼管通 2-3-7）及び北東側約 1.7km
の観音川観測所（川崎区塩浜 2-24）の 3
か所で観測されており、令和 5 年の年平
均水位（井戸の地表から水面までの深
さ）は、渡田観測所が-2.84ｍ、田島観測
所が-0.95ｍ、観音川観測所が-1.82ｍで
ある。 

【工事中】 
工事中には、大規模な地下水の汲み上

げ等は行わない計画であることから、地
下水位、地盤沈下及び変状に影響を及ぼ
す要因はないため、評価項目として選定
しない。 
【供用時】 
供用時には、地下水の汲み上げは行わ

ない計画であることから、地下水位、地
盤沈下及び変状に影響を及ぼす要因は
ないため、評価項目として選定しない。 

地盤沈下 － 

変状 － 

土
壌
汚
染 

土壌汚染 ○ 

土壌汚染対策法の要措置区域は、計画
地が位置する川崎区には存在しない。 
計画地は形質変更時要届出区域に指

定されている。 
計画地の地歴は昭和 7（1932）年は田、

荒地であったが、昭和 19（1944）年には
工場となっている。昭和 34（1959）年頃
から大部分が日本鋼管株式会社（関連会
社含む）となっており、現在に至るまで
に工場や研究施設があったため、計画地
は土壌汚染の可能性がある土地と考え
られる。 

【工事中】 
地歴調査の結果、土壌汚染が確認され

ているため、評価項目として選定する。 
【供用時】 
供用時には、施設の供用に伴う土壌汚

染へ影響を及ぼす要因はないため、評価
項目として選定しない。 

騒
音
・
振
動
・
低
周
波
音 

騒音 ○ 

計画地は、現在、更地となっており、
著しい騒音・振動・低周波音の発生はな
いが、計画地周辺は、主要地方道 6 号東
京大師横浜線、首都高速神奈川 1 号横羽
線等の道路を走行する自動車の道路交
通騒音・振動が存在する。 

【工事中】 
建設機械の稼働及び工事用車両の走

行に伴い、計画地及びその周辺に騒音の
影響が考えられるため、評価項目として
選定する。 
【供用時】 
冷暖房施設等の稼働及び施設関連車

両の走行に伴い、計画地及びその周辺に
騒音の影響が考えられるため、評価項目
として選定する。 
駐車場の利用による騒音への影響に

ついては、本事業の駐車場台数は 213 台
であり、選定の目安の概ね 1,000 台を大
きく下回るため、評価項目として選定し
ない。 

振動 ○ 

【工事中】 
建設機械の稼働及び工事用車両の走

行に伴い、計画地及びその周辺に振動の
影響が考えられるため、評価項目として
選定する。 
【供用時】 
施設関連車両の走行に伴い、計画地及

びその周辺に振動の影響が考えられる
ため、評価項目として選定する。 

低周波音 － 

【工事中及び供用時】 
工事中及び供用時において、著しい低

周波音を発生させる要因はないため、評
価項目として選定しない。 
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表 3.2-2(4) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響 
評価項目 

項目の選定 
○：有 
－：無 

現況の概要 選定理由又は選定しない理由 

廃
棄
物
等 

一般廃棄物 ○ 

計画地は、現在、更地となっており、

廃棄物の発生はない。 

【供用時】 

施設の供用に伴い、事業系一般廃棄物

の発生が考えられるため、評価項目とし

て選定する。 

産業廃棄物 ○ 

【工事中】 

工事に伴い産業廃棄物が発生するた

め、評価項目として選定する。 

【供用時】 

施設の供用に伴い産業廃棄物が発生

するため、評価項目として選定する。 

建設発生土 ○ 
【工事中】 

工事に伴い建設発生土が発生するた

め評価項目として選定する。 

水
象 

水量・流量・ 

流出量 
－ 

計画地は、現在、更地となっており、

公共用水域における水量・流量・流出量

に著しい影響を及ぼす要因はない。 

【工事中】 

工事中の雨水排水は、仮設沈砂施設等

により処理した後、下水本管（合流式）

へ排水し、新たに水量が増加することは

なく、公共用水域の水量・流量・流出量

に影響を及ぼす要因はないため、評価項

目として選定しない。 

【供用時】 

供用時に発生する排水は、下水本管

（合流式）へ排水する計画であること、

また、雨水は、地下又は屋外に設ける雨

水貯留槽にて、放流量を一定以下に調整

後、下水本管へ排水する計画であること

から、公共用水域の水量・流量・流出量

に影響を及ぼす要因はないため、評価項

目として選定しない。 

湧水 － 

計画地内に湧水は存在しない。 【工事中及び供用時】 

計画地内に湧水は存在しないこと、本

事業において地下水を揚水する計画は

ないため、評価項目として選定しない。 

潮流 － 

計画地周辺には、海域（運河）が存在

する。計画地は、現在、更地となってお

り、海域の潮流に著しい影響を及ぼす要

因はない。 

【工事中及び供用時】 

 計画地周辺には海域（運河）が存在す

るものの、工事中及び供用時に海域の潮

流に影響を及ぼすような排水は行わな

いため、評価項目として選定しない。 

上記以外の 

水環境要素 
－ 

計画地は、現在、更地となっており、

上記以外の水環境要素に著しい影響を

及ぼす要因はない。 

【工事中及び供用時】 

 本事業では、上記以外の水環境要素に

影響を及ぼす要因はないため、評価項目

として選定しない。 
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表 3.2-2(5) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響 
評価項目 

項目の選定 
○：有 
－：無 

現況の概要 選定理由又は選定しない理由 

生
物 

植物 － 
計画地は、現在、更地となっており、

計画地北側の敷地境界付近は緑地とな

っているが、動物の主要な生息環境にな

っていない。 

【工事中及び供用時】 

計画地は、現在、更地となっており、

自然植生や注目すべき動植物等の生育

生息環境はないため、評価項目として選

定しない。 

動物 － 

生態系 － 

緑 

緑の質 ○ 
計画地は、更地となっている。 

計画地の東側に都市緑地の浅野町緑

地、西側に都市緑地の鋼管通 5 丁目緑地

などがある。 

【供用時】 

供用時には、緑の回復育成を行うた

め、評価項目として選定する。 
緑の量 ○ 

人と自然とのふれ

あい活動の場 
－ 

計画地及びその周辺には、人と自然と

のふれあい活動の場は存在しない。な

お、計画地の東側に都市緑地の浅野町緑

地、西側に都市緑地の鋼管通 5 丁目緑地

などがある。 

【工事中及び供用時】 

計画地内には人と自然とのふれあい

活動の場はなく、人と自然とのふれあい

活動の場に直接影響を及ぼす要因がな

いため、評価項目として選定しない。 

歴史的文化的遺産 － 

計画地及びその周辺には史跡・名勝・

天然記念物は存在しないが、国登録有形

文化財として、昭和電工川崎工場本事務

所が川崎区扇町 5-1 に位置している。 

計画地内には周知の埋蔵文化財包蔵

地はない。 

【工事中及び供用時】 

計画地内には、周知の歴史的文化遺産

は存在しないため、評価項目として選定

しない。 

景
観 

景観・圧迫感 ○ 

計画地は、更地となっている。 

計画地の北側は道路を挟んで住宅が

広がっており、南側、東側、西側には事

業所が存在している。 

川崎区を特徴づける社会的資源の「ア

ウマンの家」が計画地西側にあり、計画

地周辺の景観資源となっている。 

【供用時】 

供用時において、計画建築物等の出現

により地域景観または眺望景観に変化

が生じることが考えられるため、評価項

目として選定する。 

また、圧迫感については、計画建築物

の最高高さが約 12ｍであること、また、

計画地建築物の周囲に緑地を配置する

ことから、評価項目として選定しない。 

構
造
物
の
影
響 

日照阻害 〇 

計画地の北側は主要地方道6号東京大

師横浜線を挟んで住居が分布し、計画地

の東側は道路を挟んで物流施設、南側に

は郵便局が存在している。 

計画地は、現在、更地となっており、

広範囲に日照阻害、テレビ受信障害、風

害等の著しい環境影響要因となるよう

な建物は存在しない。 

なお、計画地南西側には 8 階建ての京

浜ビル、計画地北側には高架構造の首都

高速神奈川 1 号横羽線があり、局所的に

日照阻害等の影響がある。 

【供用時】 

計画地周辺の住居に日影の影響があ

ると考えられることから、評価項目とし

て選定する。 

テレビ 

受信障害 
○ 

【供用時】 

供用時において、計画建築物の出現に

よりテレビ電波受信状況が変化し、周辺

地域にテレビ電波受信障害の影響が考

えられるため、評価項目として選定す

る。 

風害 － 

【供用時】 

本事業の計画建築物の最高高さが約

12ｍであり、風害の影響が想定される目

安の 30ｍを下回るため、評価項目として

選定しない。 
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表 3.2-2(6) 環境影響評価項目選定等の理由 

環境影響 
評価項目 

項目の選定 
○：有 
－：無 

現況の概要 選定理由又は選定しない理由 

コミュニティ施設 － 

計画地は、現在、更地となっており、

コミュニティ施設は存在しない。 

計画地周辺の福祉施設は西北西側約

150ｍに有料老人ホームぱんだが、教育

施設は西北西側約 350ｍに川崎市立臨港

中学校があり、北側約 750ｍには市民館

であるプラザ田島内に川崎市立図書館

田島分館が存在している。 

病院は、北西側約 1,000ｍに日本鋼管

病院が、診療所は北北東約 200ｍに医療

法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニッ

ク川崎が存在している 

【供用時】 

施設の供用（商業施設）に伴い、周辺

のコミュニティ施設の利用に影響を及

ぼす要因はないため、評価項目として選

定しない。 

地
域
交
通 

交通安全、 

交通混雑 
○ 

計画地北側に主要地方道6号東京大師

横浜線、東側に一般県道 101号扇町川崎

停車場線がある。 

主要地方道6号東京大師横浜線の令和

3 年度の交通量（大型車混入率）は昼間

19,444～30,374 台（40.2～41.8％）、24

時間で 26,444～ 42,827 台（ 35.4～

35.9％）であった。 

県道 101 号扇町川崎停車場線の令和 3

年度の交通量（大型車混入率）は昼間

10,225 台（61.9％）、24 時間で 13,497 台

（51.4％）であった。 

平成 22 年度からの交通量の変化はほ

ぼ横ばい傾向であった。 

【工事中】 

工事用車両の走行に伴い、周辺道路に

おける交通安全及び交通混雑への影響

が考えられるため、評価項目として選定

する。 

【供用時】 

供用時には、施設関連車両の走行に伴

い、周辺道路における交通安全及び交通

混雑への影響が考えられるため、評価項

目として選定する。 

歩行者の往来については、大規模小売

店舗立地法の指針式では自動車分担率

が 50%であり、歩行者の著しい増加は見

込まれないため、評価項目として選定し

ない。 

地域分断 － 

【工事中及び供用時】 

本事業は、商業施設の建設を行うもの

であり、地域分断に係る要因はないた

め、評価項目として選定しない。 

地
形
・
地
質 

土砂流出 － 計画地内は平地で、標高（T.P.）は約

0～2ｍである。 

計画地及びその東側及び南側の表層

地質は、人工的に埋め立てられた埋め立

て土であり、北側及び西側は泥を主とす

る低湿地堆積物である。 

【工事中及び供用時】 

本事業では、地形・地質に影響を及ぼ

すような大規模な土地の改変等は行わ

ないため、評価項目として選定しない。 

崩壊 － 

斜面安定 － 

安
全 

火災、爆発、

化学物質の 

漏洩等 

－ 

計画地は、現在、更地となっており、

高圧ガス、有害化学物質等の取扱いはな

い。 

【供用時】 

本事業において、危険物等は取り扱わ

ない計画であるため、評価項目として選

定しない。 
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3.3 環境配慮項目 

3.3.1 環境配慮項目の選定 

本事業の計画内容と計画地及びその周辺地域の環境特性や地域特性を考慮し、表 3.3-1 に示

すとおり、環境影響評価の手法が確立されていないが、地域における環境の保全の見地から配

慮を要する項目及び地球環境の保全の見地から配慮を要する項目（以下「環境配慮項目」とい

う。）を選定した。 

 

表 3.3-1 環境配慮項目の選定 

環境配慮項目 
項目の選定 

(有○、無－) 
選定理由又は選定しない理由 

有害化学物質 － 
本事業では、供用時において、有害化学物質を取り扱わないこと

から、環境配慮項目として選定しない。 

放射性物質 － 
本事業では、工事中及び供用時において、放射性物質を取り扱わ

ないことから、環境配慮項目として選定しない。 

電磁波・電磁界 － 

本事業では、工事中及び供用時において、強い電磁波・電磁界を

発生する工事及び施設の設置はないことから、環境配慮項目として

選定しない。 

光害 ○ 
本事業では、供用時において、夜間営業時間中に照明の配慮が求

められることから、環境配慮項目として選定する。 

地震時等の災害 ○ 
本事業では、商業施設を建設し、地震等の災害発生時の環境配慮

が求められることから、環境配慮項目として選定する。 

生物多様性 ○ 

本事業では、商業施設を建設し、都市域における限られた緑地が

もつ生態的役割への配慮が求められることから、生物多様性を環境

配慮項目として選定する。 

地球温暖化対策 ○ 

工事中における建設機械の稼働や工事用車両の走行により二酸化

炭素の排出が考えられるため、環境配慮項目として選定する。なお、

供用時については、環境影響評価項目として選定している。 

気候変動の影響への適応 ○ 

本事業は、気候変動の影響により人工排熱低減・暑熱環境改善が

求められるとともに、降雨強度の増大に伴う浸水リスクへの対応が

必要であることから、環境配慮項目として選定する。 

酸性雨 － 
本事業では、工事中及び供用時において、酸性雨の発生原因物質

の著しい排出は行わないことから、環境配慮項目として選定しない。 

資源 ○ 
工事中及び供用時において、資源の有効利用が求められることか

ら、環境配慮項目として選定する。 
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3.3.2 環境配慮方針 

選定した環境配慮項目についての配慮方針は、表 3.3-2に示すとおりである。 

 

表 3.3-2 環境配慮方針 

選定した環境配慮項目 
環境配慮方針 

工事中 供用時 

光害 － 

・夜間営業時間中は必要最低限の照明

のみを利用するよう配慮する。 

・来客車両のライトの影響を回避する

ため、屋上駐車場及びスロープの外周

に壁を設ける。 

地震時等の災害 － 

・地震時の安全性確保のため、地盤の固

さや地質状況を調査し、その結果に基

づいて適切な耐震設計を実施する。 

・建物の不燃化により防災性を確保す

る。 

・防災に対する啓発を実施する。 

・災害時の避難場所及び避難経路を確

保すると共に、防災設備を整備する。 

生物多様性 － 

・敷地外周部には緑地帯や生垣を連続

的に配置し、周辺緑地とのネットワー

クを維持・補強する計画とする。 

地球温暖化対策 

・建設機械及び工事用車両の運転にお

いて、アイドリングストップやエコド

ライブ等を徹底する。 

・建設機械及び工事用車両の効率的な

使用を推進する。 

・工事用車両については、低燃費車の使

用に努める。 

・低炭素型の建築資材の活用を検討す

る。 

－ 

気候変動の影響への適応 － 

・人工排熱の低減を図る。 

・遮熱性の高い窓等を採用する。 

・可能な限り緑地を整備することで敷

地内の不透水面を低減し、暑熱環境を

改善し、雨水浸透機能の向上及び周辺

環境への負荷低減に努める。 

・雨水流出抑制対策を実施し、ピーク流

出量の抑制及び下水道への負荷軽減

を図る。 

資源 

・建設廃棄物の分別を徹底し、建設資材

の有効利用、再利用を図る。 

・建設資材の搬入にあたっては、過剰な

梱包を控える。 

・施設の供用に伴う廃棄物のリサイク

ルを推進する。 

・水資源の有効利用を図る。 

・資源使用量の低減を目的として、建物

の耐久性向上および長寿命化に配慮

した設計とする。 

 




